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固定資産の譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 10 月 29 日開催の取締役会において、以下の通り、固定資産の譲渡について決議を行

いましたので、お知らせいたします。  

 

記 

１．譲渡資産の内容  

資産の内容及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 現況 

大阪府東大阪市菱江三丁目 15 番 13 

土地 995.60 ㎡  

建物 842.77 ㎡ 

160 百万円 113 百万円 
当社大阪支店として 

使用しております。 

 

２．譲渡先の概要  

譲渡先に関しましては、譲渡先の意向により公表は控えさせていただきます。尚、譲渡先と当社との間

には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として記載すべき事項はございません。  

 

３．譲渡の日程  

契約締結日 平成 26 年 10 月 29 日  

物件引渡日 平成 27 年  2 月 27 日（予定）  

 

４．譲渡の理由  

当社は、平成元年５月に上記不動産を取得し、大阪支店として利用してまいりましたが、現状、設備過大

となったこともあり、事業構造改革の一環として、保有資産の効率的運用および財務体質の強化・改善を

図るため、上記資産を譲渡するものであります。 

なお、大阪支店は賃貸物件に移動し、営業効率を高めていく所存です。 

 

５．今後の見通し  

来期平成 27 年 12 月期第１四半期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、固定資産売却益を特

別利益として計上する見込みであります。 

なお、来期連結業績予想への影響につきましては、他の項目等を含め精査中であり、必要に応じてお知

らせいたします。  

以 上  


